
統括防火（防災）管理者として「全体についての防火（防災）管理に係る消防計画作成（変更）届出書」を届出する場合

高さ３１ｍを
超える高層共同住宅

防災管理
の義務要否
を確認

防災管理義務なし 防災管理義務あり

Ｎｏ.５
全体についての

防火管理に係る消防計画
【一般用】

Ｎｏ.６
全体についての

防火・防災管理に係る消防計画

Ｎｏ.９
防火管理に係る消防計画

【単一権原用（共同住宅）】

Ｎｏ.１５
全体についての

防火管理に係る消防計画
【高さ３１メートルを超える高層共同住宅用】

用途を確認

左記以外

フローチャート(３)

※防災管理者が必要となる条件（建物全体）
・階数が11以上で、延べ面積が1万㎡以上
・階数が5以上10以下で、延べ面積が2万㎡以上
・階数が4以下で、延べ面積が5万㎡以上
・地下街で、延べ面積が1千㎡以上

※


